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福祉総務課(18)一総務係・企画推進係・指導監査係

福祉部機構図

高齢者すこやか支援課(2刀一総務係・認定審査係・地域支援係

障害福祉課(28)一総務企画係・福祉係・支援係

介護保険課(16)一保険料係・給付係

地域包括ケアシステム推進室⑦

高

令和3年6月1日現在
員数的名

)内の数字は職員数

福祉事務所

砂 園③

福祉総務課

高齢者すこやか支援課

障害福祉課

総務係

総務係・認定審査係・地域支援係

総務企画係・福祉係・支援係

福
祉
部



2 福祉部分掌事務

課 名

n}部の統括に関すること。

②福祉の施策に係る総合調整に関すること。

③高齢社会対策に係る福祉施策の企画及ぴ推進に関すること。

④介護保険事業の企画に関するこど。

⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉法人(障害福祉課、子育て

支援課及び幼児課の所管に係るものを除く。)の設立の認可,等に関すること。

⑥養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可等に関すること。

P)社会福祉法による社会福祉施設(障害福祉課、子育て支援課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設置等の届出の受理に関すること。

⑧介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス事業者の指定等に関す

ること。

⑨介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可等に関すること。

⑩老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)1こよる有料老人ホームの設置等の届出の

受理に関すること。

⑪生活保護法(昭和25年法律第 144号)による保護施設の設置等の認可に関す

ること。

⑫老人デイサービスセンターに関すること。

⑬民生委員及び児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

⑭社会福祉法による社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監督に関すること。

怖)・介護保険法による介護サービス事業者の立入検査に関すること。

⑯老人福祉法による有料老人ホームの立入検査に関すること。

⑰障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律

第 123 号)1こよる指定障害福祉サービス事業者等の立入検査(障害福祉課の所管

に係るものを除く。)1こ関すること。

佃)、児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)による指定障害児通所支援事業者等の

立入検査(障害福祉課の所管に係るものを除く。)に関すること。

⑲社会福祉審議会(障害福祉課及ぴ子育て支援課の所管に係るものを除く。)、

民生委員推薦会及ぴ地域密着型サービス等事業者選定審査会に関すること。

⑳部内事務の連絡調整に関すること。
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名

高齢者すこやか支援課

a}高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②福祉の措置に要する費用の徴収に関すること。

恨)長寿祝金に関すること。

④軽費老人ホームの事務費に関すること。

⑤介護保険の被保険者の要介護、要支援認定に関すること。

⑥地域支援事業の企画に関すること。

⑦老人福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。

⑧老人福祉センター及び老人憩の家の設置及び改良に関すること。

⑨地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

⑩介護認定審査会、地域包括支援センター運営協議会、養護老人ホーム等入所判

定審査会及び高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会に関すること。

分 掌 事

a)障害児・者の自立の支援(自立支援医療費のうち育成医療に係る支給によるも

のを除く。)1こ関すること(福祉事務所の所管に係るものを除く。)。

②・身休障害者手帳の交付に関すること。

(3)障害児・者の福祉医療費に関すること。

④社会福祉法に基づく障害者支援施設の設置の許可等に関すること。

⑤社会福祉法による社会福祉法人(福祉総務課、子育て支援課及び幼児課の所管

に係るものを除く。)の設立の認可等に関すること。

⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障

害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定等

に関すること。

⑦児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の指定等に関すること。

⑧障害者の日常生活及ぴ社会生活を総合的に支援するための法律による指定障

害福祉サービス事業者等の立入検査(福祉総務課の所管に係るものを除く。)1こ

関すること。

⑨児童福祉法による指定障害児通所支援事業者の立入検査(福祉総務課の所管に

係るものを除く。)に関すること。

⑩発達障害に関すること。

m)障害者虐待の防止に関すること。

⑫障害を理由とする差別の解消の促進に関すること。

側難病に関すること(健康づくり課及び保健所の所管に係るものを除く。)。

⑭障害福祉センターに関すること。

⑮社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会(審査部会を含む。)、障害者施策推

進協議会及ぴ障害支援区分認定審査会に関すること。

⑯社会福祉法人長崎市社会福祉事業団との連絡調整に関すること。

⑰障害児・者福祉団体との連絡調整に関すること。
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・蔓 保 険

地域包括ケアシステム

室進推

課
介護保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関すること。

介護保険料の賦課、徴収猶予及び減免に関すること。

、

地域包括ケアシステムの構築に関すること。

地域包括ケア推進協議会に関すること。

在宅医療・介護の連携推進に閏すること。

介護予防・生活支援体制整備に関すること。

包括ケアまちんなかラウンジに関すること。

多機関型包括的支援体制構築事業に関すること。

地域りハビリテーション推進に関すること。

福祉事務所
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U}利用者の生活指導、介護等に関すること。
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高齢者すこやか支援課

総 務

4

民生委員及ぴ児童委員に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

所内事務の連絡調整に関すること。

f

障

高齢者の福祉の措置に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

老人ホームの入所者の遺留品の処分に関すること。

害

a}障害児・者の自立の支援に関すること(福祉事務所の所管に係るものに限る。)。

②児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害福祉サービスの提供等

に関すること。

③身体障害者福祉法昭和24.年法律第283号)の規定による障害者支援施設等へ

の入所措置に関すること。

④知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による障害者支援施設等への

入所措置に関すること。

⑤特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による

障害児福祉手当及ぴ特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律

(昭和60年法律第34号)の規定による福祉手当の支給に関すること。
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部長兼福祉事務所長

福祉総務課 a8)<部長含む>

課長

課長補佐

総務係長(4)

企画推進係長(5)

指導監査係長(6)

3 福祉部職員名簿(係長以上)

やまぐち

山口伸一

高齢者すこやか支援課(2刀

次長兼課長

課長補佐

総務係長(9)

認定審査係長(9)

地域支援係長(フ)

しんいち

かわま

令和 3年6月1日現在

職員総数 99 人

()数字は職員数

河間
ひらもと

平元

はらが

原賀
いわなが

石永

ひろし

広志
まさみ

正己

よしひて

良英
てつろう

哲郎
よしひろ

吉弘

2690

ともなが

市舗峠翻 2600

朝長聖治
ずさき布い

洲崎愛
とものりまつやま

松山智度
まつした ひで島き

松下英朗
つづき しんご

都々木伸吾

(直通)829-1161

"鰯鵬翻 2610

殻醐艇話 2617

市鰯騰翻 2611

松所鵬翻 2614

障害福祉課(28)

次長兼課長

総務企画係長(9)

福祉係長 q)

支援係長(10)

社会福祉事業団派遣(1)

まえだ

則田
なかむら

中村
ひらさ二

平迫
まつお

松尾
たけぷ

武分

2694

ゆうこ

裕子
たかし

隆
まさくに

正邦
ゆういちろう

雄一郎
わか二

和歌子

829 -1 256 (直通)

せいじ

松舳能話 2646

2691

2631

5890

(直通)829-1146

5

般駄艇話

松淋艇話

般舳能話

松淋艇話

般所腿髄

829-1 1 41 (直通)

殻淋線翻 2620

桃舶線籬 2621

松励線翻 2623

市舗膿翻 2626

842-2525 (直通)

加
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介護保険課(16)

課長

保険料係長(8)

給付係長 q)

地域包括ケアシステム推進室⑦

次長兼室長

岑茜
かるかや

刈茅

中村

躍士
けん

謙

俊介

高砂園(3)

園長

なかむら しゅんすけ

829 -1 1 63 (直通)

市舗醸麗 2680

お舗腿髄 2681

松所臆龍 2683

しぷや

渋谷
こうじ

j告司
みわ

美和

みずほ
あらき

荒木

6

829 -1 421 (直通)

松某泰和

松淋艇話 2640

般駄龍話 2648

般駄艇話 2648

8・96 -2040 (直通)

加
谷

の(〕長
長系
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課名

長崎市社会福祉協議会補助金

事業名

長崎市シルバー人材センター補助金

4 令和3年度福祉部事業概要

高島地区小規模多機能型居宅介護事
業所運営費補助金

地域福祉の向上を図るため、長崎市社会福祉協議会に対して、
管理運営費の助成を行う。

高齢者施設開設準備費補助金

高年齢者の生きがいと就労機会の増大を目的とする長崎市シル
バー人材センターに対し、国の実施要綱に基づき運営費の助成を

0

(会員数 738人(R3.3))

事業概要

高島地区において、介護サーぜスを安定的に提供するため、運
営費補助を行うことを前提として公募し開設した小規模多機能型
居宅介護事業所に対し、運営費の助成を行う。

高齢者福祉施設整備事業費補助金
(小規模多機能型居宅介護事業所)

般

小規模多機能型居宅介護事業所及ぴ認知症対応型共同生活介護
事業所が、開設時から安定した質の高いサービスを提供すること
ができるよう、施設の円滑な開設に必要な費用の一部を助成す
る。
(内訳)

令和2年度 52,857千円(5事業所)
※5事業所の全額(52,857干円)を令和3年度へ繰越

計 高齢者福祉施設整備事業費補助金
(認知症対応型共同生活介護事業所)

、

(単位:千円)

「通い」を中心として、要介護者の態様や希望に応じて随時
「訪問」や「泊まり」を組み合わせるサービスを行う(看護)小

規模多機能型居宅介護事業所の整備にかかる費用の一部を助成す
る。
(内訳)

令和2年度 100,800千円(3事業所)
※3事業所の全額(100,800千円)を令和3年度へ繰越

予算額

高齢者福祉施設整備事業費補助金
(簡易陰圧装置)

137,410

認知症高齢者に対して、共同生活の中で、入浴・排せっ・食事
等の介護、日常生活上の世話、機能訓練等のサービスを行う認知
症対応型共同生活介護事業所の整備にかかる費用の一部を助成す
る。
(内訳)

令和2年度 67.200千円(2事業所)
※2事業所の全額(67,200千円)を令和3年度へ繰越

6,148

民生委員協議会活動費補助金

19,710

介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止す
る観点から、簡易陰圧装置の設置に必要な費用を助成する。
(内訳)

令和2年度 14,898千円(6事業所)
※6事業所の全額(14,898千円)を令和3年度へ繰越

(繰越分)

52β57

地域の社会福祉の推進に努めている民生委員・児童委員、地区
民生委員児童委員協議会及びこれらの活動を支える長崎市民生委
員児童委員協議会に対し、助成を行う。
(49地区、定数1,012人(R3.4))
n)地区活動費 44,208 千円

1人当たり 34,000円
1地区当たり 200.000円

②個人活動費 68,881 千円
・一般 68,100円
会長 114.600円

矧事務局職員人件費 6,991 千円
{4}活動振込手数料等 270 千円

(繰越分)

100β00

(繰越分)
67,200

(繰越分)
14,898
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課名 事業名

、

友愛訪問委託費

移送支援サービス費※

訪問理美容サービス費※

一人暮らし高齢者及ぴ高齢者のみの世帯に対して民生委員が劭
問し、日常生活の相談、助言を行う。

寝具洗濯乾燥サフビス費※

斜面地等に居住する事業対象老け=だし運勳機能項目に該当が
ある者に限る)に対して、サービス事業者を派遣し、通院、買
物、日常的な社会生活の支援を行う。

日常生活用具給付費※

高齢者安心火災警報器給付費
※

在宅の高齢者のうち、身体状況及び地域・交通事情等により、
理容店や美容院に出向くことが困難な方に対し、出張による訪問
理美容サービスを提供する。

事業概要

長寿祝金費

般

在宅で寝たきり等の高齢者の寝具の衛生保持を図るため、洗
濯、乾燥のサービスを実施する。

一人暮らしの高齢者等で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が
必要な方に対し、電磁調理器、火災警報器、自動消火器を給付す
る。

高齢者交通費助成費

計

一人暮らしの高齢者等で心身機能の低下に伴い防火等の配慮が
必要な方に対し、火災警報器(無線式連動型に限る)及び屋外警
報ブザーを給付する。

(単位:千円)

「敬老の日」行事費

高齢者に対し、その長寿を祝福するとともに、敬老の意を表す
るため99歳の方に長寿祝金を5万円支給する。

予算額

893

シルバー作品展開催費

高齢者の社会活勳への参加を促進し、生きがいを高めるため、
年度中に70歳以上に達する高齢者に、 1C力ードによるバス、電
車の助成又は利用券の交付によるタクシー、船舶等の交通費助成
を年間5,000円程度まで行う。

8,585

゛

老人クラブ助成費

1)市長及び市議会議長による最高齢者、最高齢夫婦及び老人
ホーム等施設訪問
2}自治会及び老人クラブ等で開催されている敬老会への出席
3}百歳到達者へ顕彰電報及び記念品の送付

1,178

長崎市老人クラブ連合会補助金

敬老の日を中心に、市内在住の60歳以上の方の倉H乍品を一般市
民に展示し、高齢者の生きがいと市民の敬老精神の高揚を図る。
また、開催期間中に、世代問交流イベント「主のづくり体験コー
ナー」を実施する。

長崎県すこやか長寿財団負担金

95

534

ふれあい入浴デー享業費

老人クラブの健全な育成を図るため、活動に必要な経費の一部
を助成する。

※契約及び支払いは高齢者すこやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合事務所で行う。

944

高島地区高断者ふれあいサロン
運営費

老人クラブ連合会の諸活動に必要な事務費、人件費等の経費を
助成する。

664

ねん'りんピックの開催や高齢者の生きがいと健康づくり、介護
知識・技術実習・普及等を行う長崎県す二やか長寿財団へ負担金
を支出する。

16,234

70歳以上の高齢者に対して、一般公衆浴場を毎月1回(毎月25
日)無料で入浴できるように助成する。

419,739

長崎市設高島市場空き店舗において高齢者ふれあいサロンを開
設し、高齢者の健康増進、介護予防と教養の向上の場として広く
開放する。

1,261

544

18,403

14,649

8

313

2,925
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課名 事業名

老人ホーム入所措置費

生活支援ハウス運営費

おおむね鮎歳以上の者で、環境上及ぴ経済的理由により、居宅
において養護を受けることが困難な者を養護老人ホームへ入所さ
せる措置を行う。

計

費 軽費老人ホーム事務費補助金

原則として60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属す
る者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢
等のために独立して生活することに不安がある者に対し、生活援
助員を配置した住居を提供し、居住者に対する各種相談、助言指
導、緊急時の対応、保健・福祉サービスの利用手続きの援助及ぴ
地域住民と交流を図るための場所を提供する。

事業概要

避難行動要支援者支援費

60歳以上(夫婦で入所する場合は一方が60歳以上)で、家庭環
境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な
者を低額な料金で入所させ、日常生活上必要な便宜を供与するた
め、軽費老人ホームに対し入所者の所得に応じて事務に要する経
費の一部を補助する。

ふれあい訪問収集

避難行動要支援者の新規把握及び名簿の更新と情報提供に関す
る同意の確認を行ったうぇで、名簿を整備し、関係機関への情報
提供を行うとともに、地域における支援体制を構築する。

(単位:千円)

介護予防訪問介護相当
サービス事業費

予算額

斜面地等に居住する一人暮らし高齢者及び障害者等で、本人に
よるごみ出しが困難な方に戸別収集を行い、収集時に声掛けを実
施し、安否の確認も行う。(ゼロ予算事業)

生活援助サービス事業費

831,354

短期集中型訪問サービス
事業費※

介護予防を目的に、要支援者又は事業対象者に対して、入浴、
排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行う。

35,891

介護予防通所介護相当
サービス享業費

一人暮らし又は高齢者のみの世帯等で、家族が疾病や障害等に
より家族支援が難しい要支援者又は事業対象者に対して、介護予
防を目的に、生活に必要な掃除、洗濯、調理等の家事支援を行
つ。

13β71

ミニデイサービス事業費

保健・医療の専門職等が栄養状態・口腔機能・生活機能の向上
のため、短期問において、集中的に訪問指導を行い、介護予防の
強化を図る。

住民主体型通所サービス
事業費

501,262

身体介助や生活援助、見守りが必要な要支援者又は享業対象者
に対し、施設等で食享・入浴・その他の必要な日常生活上の支援
や機能訓練などを提供する。

短期集中型通所サービス
事業費※

生活援助や見守りが必要な要支援者又は事業対象者に対し、機
能訓練やレクリエーションなどを半日(3~5時間)程度で行う。

総合支援配食サービス事
業費※

※契約及び支払いは高齢者すこやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合享務所で行う。

3,991

高齢者が地域の身近な場所で集い、交流する場所として立ち上
げられた住民主体の高齢者ふれあいサロンの活動を支援する。

介護予防ケアマネジメン
ト事業費

運動機能向上・認知機能向上の複合プログラムを実施し、効果
的に心身機能・認知機能の維持・向上を図り、介護予防を推進す
る。

0

低栄養等、栄養状態改善の必要性がある要支援者又は事業対象
者のうち、'個人の日常生活における食事のみによっては、栄養状
態が改善しないと見込まれる方に対し、定期的に居宅に訪問し、
栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否確認を行
つ。

554,911

222β65

要支援者又は事業対象者の状態を踏まえて、地域とのつながり
を維持しながら有する能力に応じた柔軟な支援を行い、自立意欲
の向上につなげられるようにケアマネジメントを実施する。

49,105

2,310

1,015,429

97,165

20,744

41,417
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課名 事業名

特例介護予防通所介護相
当サービス事樂費

特例ミニデイサービス事業
費

特例介護予防ケアマネジメ
ント事業費

介護予防通所介護相当サービスの確保が著しく困難である雛島
等に居住する要支援者又は事業対象者が同サービスに相当する
サービスを利用した場合に、サーピスに要した費用の一定割合を
支給する。

介

高額介護予防・生活支援
サービス事業費

護

ミニデイサービスの確保が著しく困難である敲島等に居住する
要支援者又は事業対象者が同サービスに相当するサービスを利用
した場合に、サービスに要した費用の一定割合を支給する。

高額医療合算介護予防・生
活支援サービス事業費

保

地

特例介護予防通所介護相当サーピス又は特例ミニディサービス
をケアプラン等に位置付け、ケアマネジメントを実施した場合に
要した費用を支給する。

事業概要

域

介護予防把握事業費

要支援者又は事業対象者が介護予防・生活支援サービス等を利
用した際に負担すべき限度額を超えた額を支給する。

支

介護予防普及啓発事業費

業

要支援者又は事業対象者が医療保険と介護予防・生活支援サー
ビス等の自己負担が高くなったときに、両制度の限度額を適用し
た後、世帯内で1年問の自己負担限度額を超えた額を支給する。

援

口腔ケア指導事業費

特

生涯元気事業費

事

基本チェックリストにより生活機能に関する状態を把握し、要
支援・要介護状態になるおそれが高い高齢者を把握する。

別

(単位:千円)

業

地域でのあらゆる機会を捉え、パンフレットの活用等により、
高齢者等に対して介護予防事業の必要性について普及啓発を図
る。

地域活動支援事業費

予算額

費

.

全高齢者を対象に、歯科衛生士等による口腔機能向上のための
教育及び口腔清掃指導を行う。

計

運勤する機会を定期的に設け、自宅でもできる運勳の紹介及び
実践により、運動の習慣化を図り、要介護状態になることを防止
する。

生活介護支援サポーター
事業費

936

4

a)介護予防やボランティア活動についての研修を行い、ボラン
ティアを育成し、介護予防事業に参加する高齢者の支援を行う。
2}地域支援ボランティアボイント制度を実施することにより、
40歳以上の社会参加及び地域貢献を奨励し・、元気で生き生きと暮
らすことのできる地域社会の実現を目指す。

316

一般介護予防事業評価事
業費

包括的支援事業費

身近な場所で交流を行い、市民自ら実施する高齢者ふれあいサ
ロンや介護老人福祉施設等でボランティア活動を行う生活・介護
支援サポーターを育成・支援し、サロン活動の促進やボランティ
アを受ける高齢者の介護予防を図る。また、サポーター自身の生
きがいづくりや健康増進を図り、介護予防を図る。

452

認知症総合支援事業費

一般介護予防事業を含め総合亭業全体を評価し、事業全体の改
善を図る。

932

介護予防享業のマネジメント、介護保険外のサービスを含む高
齢者や家族に対する総合的な相談'支援、権利擁護事業及び包括
的・継続的ケアマネジメント支援業務を実施する。

地域ケア会議推進享業費

1,133

地域の支援機関等の連携を図るための支援並びに認知症の人及
びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を
配置するとともに、認知症の人の家族に対する支援を行う。

また、認知症高断者及ぴその家族に関わる認知症初期集中支援
チームを設置する。

4'495

3,543

49,508

地域ケア個別会議(個別ケースを検討する地域ケア会議)及ぴ
地域ケア推進会議(個別ケースの検討により共有された地域課題
の解決等を検討する地域ケア会議)を開催する。

4,711

4,012

2,083

563

518,494

10

100,974
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課名 事業名

俳佃高齢者等家族支援事
業費※

゛

介

GPS機能のついた発信機を利用して、俳個している高齢者の
現在位置を確認し、介護している家族等にその情報を提供する。
※GPS機能・一人工衛星を利用して、対象者がどこにいるの

かを正確に割り出す機能'」

家族介護支援事業費※

護
地

保

1)介護用品の支給
要介護4以上と判定された在宅の要介護被保険者であって、当

年度市民税非課税世帯に属する方を現に介護している家族又は要
介護3と判定された在宅の要介護被保険者であって、要介護認定
における認定調査票において、「排尿」又は「排便」の項目にお
いて「介助」又は「見守り等」に該当し、かっ、当年度市民税非
課税世帯に属するものを現に介護している家族に対して、介護用
1 (紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライ
シャンプー、おしりふき、ボータブルトイレ用消臭剤、防フkシー
ツ)を支給する。支給限度額は、月額1 人あたり5,000円とす
る。ただし、支給月に1日以上在宅の場合に限る。
2)介護者慰労金支給事業
要介護4以上と判定された市民税非課税世帯に属する在宅の要

介護被保険者であって、過去6力月間(入院期間を除く)介護
サーピスを利用していない方を現に介護している家族に対して、
年額10万円を支給する。域

事業概要

険
支

任

事
援

業

成年後見制度利用支援事
業費

事

特
業

別

高齢者世話付住宅生活援
助員派遣事業費

費

(単位:千円)

判断能力が不十分な認知症高齢者等で親族による成年後見人の
選任の申立が見込めない場合等に、市長が親族に代わり家庭裁判
所に成年後見人の選任の申立を行う。また、関係機関との情報交
換及び昔及啓発を通じ、課題等について協議を行うとともに、制
度をより有効的・効果南に利用できる体制を整える。市民後見人
候補者としての活動を希望する市民に養成講座を実施する。

予算額

計

介護相談員派遣事業費

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者に
対し、隣・近接するディサービス等の事業を実施している社会福
祉法人等から生活援助員(LSA)を派遣し、生活指導、相談、
安否確認、一時的な家事援助及ぴ緊急時の対応等のサービスを提
供することで、高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むこと
ができるよう支援する。

78

要介護者配食サービス事
業費※

介護施設等に介護相談員を派達することで、介護保険サービス
利用者の声を聞き、相談等に応じる。

緊急時訪問介護事業費※

要介護状態と判定された単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれ
こ準ずる世帯に属する高齢者であって、訪問介護サービス等での
食の確保や栄養バランスが保てず、自立支援の観点からサービス
を利用することが適切である方に対して、定期的に居宅に訪問し
栄養のバランスのとれた食事を提供するとと主に、安否確認を行
つ。

介護認定審査会費

39,245

※契約及ぴ支払いは高齢者すこやか支援課で行い、利用の決定などサービスの提供に係る業務は各総合享務所で行う。

認知症地域支援体制整備
事業費

認定調査等費

おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準
ずる世帯に属する高齢者であって、身体的及び環境的要因により
緊急通報装置の設置が必要なものに対して、急病や災害等の緊急
時に迅速かつ適切な対応が図られるよう、緊急通報装置を設置
し、必要に応じ、訪問介護員の派遣を行う。

認知症になっても住み慣れた地域で継続して生活できるよう、
市民意識の向上を目的とした啓発活動の推進及び地域の関係団
体・事業所間のネットワーク構築を図る。

12,584

介護認定審査会の開催及び認定結果を通知する。

介護認定審査会資料作成のための認定調査、主治医意見書の作
成及び提出等の事務を行う。

4,405

、

2,460

13,121

17,423

11

1,496

68,339

246,796
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課名

障
害推
者進
福費
祉

事業名

障害者施策推進協議会費

介護給付費

訓練等給付費

障害者のための施策に関する基本的な計画に関し意見を述べ、
また、障害者に関する施策の総合的かっ計画的な推進に必要な事
項、関係行政機関相互の連絡調整を要する事項にっいて調査審議
する。

相談支援等給付費

障害児・者が安心して地域生活を送れるよう、個々の障害程度
や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障害福祉
サービス」のうち、日常生活において必要な居宅介護や施設での
日中活動支援などの給付を行う。

補装具給付費

事業概要

障害児・者が安心して地域生活を送れるよう、個々の障害程度
や勘案すべき事項を踏まえ、個別に支給決定を行う「障害福祉
サーピス」のうち、自立生活に必要な就労支援や共同生活援助
(グループホーム)などの給付を行う。

高額障害福祉サービス費

障害福祉サービスの利用計画における相談及び作成や施設等か
ら地域生活への移行に向けた支援等の給付を行う。

般

障害児通所給付費

身体障害児・者の日常生活の便宜を図るため、補装具の購入・
修理・借受けに要した費用を支給する。

障害児相談支援給付費

(単位:千円)

同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている者及び障害福
祉サ」ビスと介護保険のサービスを受けている者並びに補装具の
購入又は修理に要した費用について、その合算額が利用者負担の
月額上限を超えた場合に、その超えた額を支給ずる。

予算額

計

地域活動支援センターt型費

゛

障害児が児童発達支援や放課後等ディサーピス等の通所サービ
スを利用するための費用を支給する。

地域活動支援センターⅢ型費

321

4

障害児が通所サービス及び障害福祉サービスを新規または継続
して利用する際に、必要な相談支援を受けるための費用を支給す
る。

5,491,705

住宅入居等支援費

専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強
化を図るための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解
促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

障害者相談支援費

3,870,220

創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支
援を行う事業所に対し、,運営費を助成する。

移動支援費

220,435

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人が
いない等の理由により入居が困難な障害者に対し、必要な調整や
家主等への相談助言を通じて障害者の地域生活を支援する。

日常生活用具給付費

伯3,816

、

日中一時支援費

障害者等の福祉に関する各般の問題について、障害者等の相談
に応じ、必要な情報の提供、連絡調整を行う。

訪問入浴サービス費

6,238

屋外での移動が困難な障害児・者に対し、社会生活上不可欠な
外出及び余暇活動等の社会参加のために外出する際の移動の支援
を行う。

成年後見制度利用支援費

2,217,449

在宅の重度障害児・者に対し日常生活の便宜を図るため、日常
生活用具の給付を行う。

日中において監護する者がいないため、一時的に支援が必要な
障害児・者に活勳の場を提供し、見守り、社会に適応するための
日常的な訓練等を行う。

106,703

入浴が困難な在宅の身体障害,児・者に対し、訪問により居宅で
の入浴サーピスを提供する。

21,2釘

身寄りがなく、判断能力が十分でない知的障害者、精神障害者にっ
いて、市長が家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求めて申し立て
を行う。費用負担が困難な場合には、市が一部又は全額を本人に代
わり負担する。

ノー
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課名 事業名

ピアサボーター養成費

手話通訳者養成費

手話通訳者派遣費

の土=口るため、らの丙の,=
験を持ち、その経験を活かしながら、障害者のための支援を行うピア
サポーターの養成及び福祉事業所等への雇用に繋げるための周知
啓発活動を行う。

要約筆記者養成費

聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、手話等の指導
を行い、手話通訳者として養成する。

要約筆記者派遣費

聴覚障害者等が公的機関又は医療機関等に出向くことが必要な
とき、適当な付添人が得られないため、円滑な意思の疎通に支障
がある場合に、手話通訳者を派遣する。

盲ろう者向け通訳・介助員養
成費

事業概要

活

聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、要約筆記等の
指導を行い、要約筆記者として養成する。

盲ろう者向け通訳・介助員派
遣費

自動車改造助成費

般

聴覚障害者等が公的機関又は医療機関等に出向くことが必要な
とき、適当な付添人が得られないため、円滑な意思の疎通に支障
がある場合に、要約筆記者を派遣する。

自動車運転免許取得助成費

視覚・聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、盲ろう
者とのコミュニケーション等の指導及び外出時の移動等の支援に
ついての指導を行い、盲ろう者向け通訳・介助員として養成す
る。

点字・声の広報等発行費

(単位:千円)

計

盲ろう者の円滑なコミュニケーション及び外出時の移動等を支
援するため、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。

予算額

高額地域生活支援給付費

重度の身体障害者が就労等のため自ら所有する自動車を改造す
る際に要する経費の一部を助成する。

1,900

発達障害啓発費

身体障害者が就職等のため運転免許を取得する場合にその費用
の一部を助成する。

2β44

地方公共団体等の広報などを、点訳又は音訳化して障害者に情
報提供する。

手話普及啓発費

地域生活支援事業と障害福祉サーピス等の併給を受けている場
その利用料を合算し、合算した額が障害福祉サービスの月額^、

上限額を超える場合、その超える地域生活支援事業の額を支給す
る。

6,275

障害者アート啓発費

316,396

1,789

発達障害への理解促進を図るため、関係機関で構成するネット
ワーク会議を開催し、課題等を把握するとともに、講演会の開催
など啓発活動を行う。

手話への理解促進及び手話の普及、手話を使用しやすい環境の
整備を進めることにより、障害のある人もない人も共に生きる
「共生社会」の実現を図るための取組みを行う。

T,150

障害福祉センター運営費

芸術文化活動を通じ、障害に対する理解を促すとともに、障害
者の社会参加の推進を図るため、障害者が製作したアート作品に
多くの市民が触れる機会として作品展を開催する。

574

者冒祉の拠点的な施設として、在宅障害者等の福祉の増進
を図るため、平成4年4月からサービスを開始した。

「社会福祉法人長崎市社会福祉事業団」を指定管理者として指
定し、次の事業を実施している。

①管理運営費
②身体障害者福祉センター費
③障害児通所支援費
④地域活動支援センター三型費
⑤相談支援費
⑥障害者就労支援相談所運営費
{フ}診療所費
⑧障害児等療育支援費
⑨機能訓練費

499

700

200

599

364

270

1,175

2,665
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課名 事業名

授産製品販売促進費

更生医療給付費

_ノ

福祉的就労を行う障害者の社会参加の促進と授産製品の売上向
上、授産工賃アップを図るため、市内商店街で障害者の店Πまあ
と屋」を運営し、授産製品の店舗販売、移動販売、情報発信並び
にオンライン販売を行うと.ともに、共同受注に取組む。

心身障害者福祉医療費

身体障害者が手術等により障害の程度を軽くしたり、機能を回
復させたりするための医療について、その費用を支給する。

事業概要

重度障害者福祉手当給付費

ノ

重・中度心身障害者が健康保険等により診療を受けた場合に、
病院等へ支払った負担金の一都に相当する額を支給する。

お身体障害者手帳1、 2級及び療育手帳AI、 A2並びに精神
障害者保健福祉手帳1級所持者は、医療取扱機関ごとに、一部負
担金の額から 1日につき800円(1か月につき、1.600円を限度)
を差し引いた額を支給(薬局の保険給付を受けたときは、一部負
担金に相当する額)
② 身体障害者手帳3級及ぴ療育手帳B1所持者は、Π)の2分の

を支給

特別障害者手当給付費

般

障害児福祉手当給付費

移送支援サービス費

(単位:千円)

在宅の20歳以上の重度障害者で、障害基礎年金及ぴ特別障害者
手当の支給要件に該当しない者のうち、日常生活において常時介
護を要する者に手当を支給する。

計

予算額

.

配食サービス費

在宅の20歳以上の重度障害者で、
介護を要する者に手当を支給する。
ている者等は除く)

福祉緊急連絡装置設置費

在宅の20歳未満の重度障害児で、日常生活において常時介護を
必要とする者に手当を支給する。

.

15,フ76

相談員設置費

斜面地等に居住する障害者で、一人で歩行が困難な者に対し、
移送支援サービス事業者を派遣し、福祉施設の利用や通院などの
外出の支援を行う。

1,052,933

重度障害者福祉タクシー
利用助成費

障害、傷病等の理由により食事の調理が困難な身体障害者に対
し食事の配達によるサービスを提供するとともに、訪問の際、利
用者の安否確認等を行う。

日常生.活において常時特別の
け二だし、 3か月以上入院し

独居重度身体障害者の緊急時の事故防止及び生命の安全を図る
ため、緊急通報装置の設置を行う。

障害者交通費助成費

964,596

障害者の更生援護に関し、本人又は保護者からの相談に応じ、
関係機関への連絡や必要な援助を行う。

障害児通学支援費

在宅の重度身体障害者で車椅子利用者、視覚障害者(1級)及
ぴ重度知的障害者が容易に外出できるようにするため、タクシー
料金の一部を助成する。

3,960

障害児・者が交通機関を利用することにより、社会的活動の参
加の機会を促進し、もって障害者の自立を図ることを目的とし
て、1C力ード(バス・電車)の利用実繚に応じたポイント、また
はタクシー、ガソリン、船舶利用券のうちいずれか1つを年問
5,000円程度交付する。

障害者団体研修費助成費

障害者福祉施設整備事業費

136,092

特別支援学校小学部または中学部の児童・生徒のうち、付添人
がいなけれぱ通学ができないにもかかわらず、・付添人の体調不良
等の理由により送迎ができず、本人の理由によらず児童・生徒が
欠席せざるを得ない場合において、福祉タクシー等を利用して通
学した際の利用料金を助成する。

41,0能

2,465

障害者の活動を助成し、障害者の社会参加を促進するため、障
害者団体が行う研修等に係る費用の一部を助成する。

1,407

平成4年の建設から相当年数が経過し、施設・設備の各所に老朽化
がみられる障害福祉センターにおいて、緊急性等を確認しながら計画
的に修繕・取替等の整備を行う。

483
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25,900

障
害
者
就
労
支
援
費

障
害
者
保
健
医
療
対
策
費

障
害
手
当
給
付
費障

害
福
祉
課
(
そ
の
3
 
)

障
害
者
生
活
支
援
対
策
費

会

障
害
者
社
会
参
加
促
進
費



゛

゛

課名

低所得者利用者負担軽減費

事業名

礫島サービス支援費

徴収費

介護・介護予防サービス等諸費

介護保険制度における利用者負担を一定の条件を満たす者につ
いて減額する。

高額介護サービス等費

険

酷島内にサービス事業者がない場合など、雛島においてサービ
ス提供基盤が確保されていない居宅サービス受給の円滑化を図
る。

高額医療合算介護サーピス等費

被保険者への年間保険料.及び納付方法の通知、督促状の発送等
にかかる経費。

事業概要

、

別

市町村特別給付費

要介護・要支援被保険者を対象に介護・介護予防給付事業を行
つ。

ノ

要介護・要支援被保険者が介護・介護予防サービスを利用した
際に負担すべき限度額を超えた場合に高額介護サーピス費として
給付する。

特定入所者介護サービス等費

要介護・要支援被保険者が医療保険と介護保険の自己負担が高
くなったときは、両制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年
問の富己負担限度額を超えた場合に高額医療合算介護サーピス費
として給付する。

54,422

介護適正化特別対策
事業費

斜面地等に居住する要介護・要支援被保険者の居宅サーピスの
適切な利用の促進及ぴ日常的な社会参加のための移送手段で長崎
市介護保険条例第4条に規定する市町村特別給付である移送支援
サービスの給付にかかる経費。

(単位:千円)

福祉用具・住宅改修支援事
業費

多機関型包括的支援体制構築事業費

所得の低い要介護,要支援被保険者が介護保険施設等を利用し
た際に負担する食費及び居住費の合計額と所得の状況等に応じて
定められた負担限度額との差額を支給する。

予算額

介護サービスが本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自
立支援に資するものとするため、サーピス内容の適正化及び介護
費用の適正化を図る。

1,336

福祉用具・住宅改修に関する助言・情報提供並びに住宅改修費
の申請における建築土・理学療法士等による訪問調査や申請者へ
の理由喜作成経費の助成を行う。

1,164

36β00

少子高齢化や単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化なだが
進み、福祉二ーズが多様化、複雑化する中、高齢、障害、子育
て、生活困窮など多分野・多機関に渡る福祉分野に関連する相談
にワンストップで対応するための相談窓口(多機関型地域包括支
援センター)を設置し、福祉分野に関連する複合的な課題を抱え
る者へ適切な支援を提供する。

42,740,897

地域包括ケア推進協議会
費

698,031

地域における介護予防の取組を機能強化するために、「在宅支
援りハビリセンター」を設置し、地域包括支援センター等と連携
しながら、通所、勧問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住
民運営の通いの場等へのりハビリテーション専門職等の関与を促
進する。

在宅医療・介護連携推進事
業費

111,379

団堺の世代が75歳以上となる2促5年に向け、住民が住み慣れた
地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・予防・生活
支援・住まいのサーピスを一体的に提供する地域包括ケアシステ
ムの構築を図る。

生活支援体制整備事業費

高砂園運営費

202'436

医療及び介護・福祉の総合相談窓口であるとともに、地域包括
ケアシステムの実現に向けた在宅医療・介護連携推進事業の拠点
として「包括ケアまちんなかラウンジ」を設置し、事業運営を長
崎市医師会に委託する。

1,342,549

生活支援コーディネーターを配置し、NP0やボランティア、シ
ルバー人材センターなど多様な主体による地域での支え合い体制
づくりを推進するとともに、高齢者の社会参加により介護予防の
促進及び多様な日常生活上の生活支援や介護予防サーピスの充実
を図る。

27,910

老人福祉法第20条の4に規定する老人福祉施設(養護老人ホー
ム)で、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由に
より居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護
する。

定員40名
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